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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信先の装置に提示するための文を作成する情報処理装置であって、
　文を入力するための入力部と、
　前記通信先の装置の状況情報を設定する状況設定部と、
　前記情報処理装置内部の情報を出力する出力部と、
　前記情報処理装置の動作を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記状況情報に基づき前記通信先の装置の利用者の状況を判断する判断部と、
　前記判断部の判断結果に基づいて、入力文を変更した文、または、前記入力文とは異な
る新たな文を提示文として作成する作成部と、
　前記出力部による前記提示文の出力を制御する出力制御部とを含み、
　前記作成部は、前記判断部が、前記通信先の装置の利用者が疲れていると判断した場合
、前記入力文を要約モードにて翻訳する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記状況情報と挨拶文とを対応付けた挨拶文データを格納したデータ記憶部をさらに備
え、
　前記作成部は、前記判断結果および前記挨拶文データに基づいて、前記状況に応じた前
記挨拶文を含む提示文を作成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】



(2) JP 5273712 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

　前記状況情報は、時間情報を含み、
　前記挨拶文データは、時間帯と挨拶文とを対応付けたデータを含み、
　前記判断部は、前記時間情報に基づいて、前記時間帯を判断し、
　前記作成部は、前記判断結果および前記挨拶文データに基づいて、前記時間帯に応じた
前記挨拶文を含む提示文を作成する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記状況情報は、場所情報を含み、
　前記挨拶文データは、地域と挨拶文とを対応付けたデータを含み、
　前記判断部は、前記場所情報に基づいて、前記地域を判断し、
　前記作成部は、前記判断結果および前記挨拶文データに基づいて、前記地域に応じた前
記挨拶文を含む提示文を作成する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記状況情報は、環境情報を含み、
　前記挨拶文データは、天候と挨拶文とを対応付けたデータを含み、
　前記判断部は、前記環境情報に基づいて、前記天候を判断し、
　前記作成部は、前記判断結果および前記挨拶文データに基づいて、前記天候に応じた前
記挨拶文を含む提示文を作成する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　休憩場所の情報を含む地図情報を記憶した場所情報記憶部をさらに備え、
　前記状況設定部は、前記通信先の装置の場所情報を前記状況情報として設定し、
　前記作成部は、前記判断部が、前記通信先の装置の利用者が疲れていると判断した場合
、前記場所情報および前記地図情報に基づいて、前記通信先の装置に前記休憩場所に誘導
する情報を作成する、請求項１から５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記出力制御部は、前記判断部が前記通信先の装置の利用者が忙しいと判断した場合に
、前記提示文の出力を中止する、請求項１から６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記出力部は、
　前記情報を音声で出力する音声出力部と、
　前記情報を画像で出力する画像出力部とを含み、
　前記判断部は、前記状況情報に基づいて、前記通信先の装置の利用者が声が出せるかど
うかを判断し、
　前記出力制御部は、前記通信先の装置の利用者が声を出せないと判断された場合、前記
提示文を前記画像出力部に出力させる、請求項１から７のいずれか１項に記載の情報処理
装置。
【請求項９】
　前記出力部は、
　前記情報を音声で出力する音声出力部と、
　前記情報を画像で出力する画像出力部とを含み、
　前記判断部は、前記状況情報に基づいて、前記通信先の装置の利用者が前記提示文の文
字を認識可能な言語かどうかを判断し、
　前記出力制御部は、前記通信先の装置の利用者が前記提示文の文字を認識できないと判
断された場合、前記提示文の文字を認識可能な言語の文字に変更して前記画像出力部に出
力させる、請求項１から７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　情報処理装置を用いて通信先の装置に提示するための文を作成する情報処理方法であっ
て、
　文を入力するステップと、
　前記通信先の装置の状況情報を設定するステップと、
　前記状況情報に基づいて、前記通信先の装置の利用者の状況を判断するステップと、
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　前記通信先の装置の利用者の状況の判断結果に基づいて、入力文を変更した文、または
、前記入力文とは異なる新たな文を提示文として作成するステップとを備え、
　前記作成するステップは、前記通信先の装置の利用者が疲れていると判断された場合、
前記入力文を要約モードにて翻訳するステップを含む、情報処理方法。
【請求項１１】
　通信先の装置に提示するための文を情報処理装置に作成させるための情報処理プログラ
ムであって、
　前記情報処理装置は、前記情報処理装置の動作を制御する制御部を含み、
　文を入力するステップと、
　前記通信先の装置の状況情報を設定するステップと、
　前記状況情報に基づいて、前記通信先の装置の利用者の状況を判断するステップと、
　前記通信先の装置の利用者の状況の判断結果に基づいて、入力文を変更した文、または
、前記入力文とは異なる新たな文を提示文として作成するステップとを前記制御部に実行
させ、
　前記作成するステップは、前記通信先の装置の利用者が疲れていると判断された場合、
前記入力文を要約モードにて翻訳するステップを含む、情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力された文を、他の言語の文に変換して出力する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ある言語を他の言語に翻訳するための翻訳技術は、様々な局面で利用されている
。その１つに、海外旅行などにおいて用いられる通訳機がある。このような通訳機の多く
は、旅行会話でよく使われる質問文／依頼文を中心とした文集を内蔵し、入力文に対応す
る訳文を表示あるいは音声出力するものである。
【０００３】
　特許文献１には、時間や位置などの状況に応じた処理（画像・文字・音の認識と翻訳）
などを行ない、適切な情報（翻訳文、補足説明など）を提供する装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－４４０７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の通訳機は、内蔵した文集に基づいて翻訳を行なうものであるため、実際の会話に
用いるには使いづらい。実際の会話は、質問したい内容の質問のみで成り立っているわけ
ではなく、例えば、質問の最初や最後に挨拶をしたり、相手の様子から質問の言い方ある
いは質問内容を変えることも行なわれている。これに対し、従来の通訳機は、ユーザが文
集から選択した文の訳文を出力するものであり、円滑なコミュニケーションを実現できな
い。
【０００５】
　つまり、従来の通訳機では、異国間の言語コミュニケーションを行なう場合に、自分や
相手の状況に応じた適切な情報交換（翻訳結果出力）ができなかった。例えば、時間や場
所、スケジュール、疲労度まで考慮した適切な情報の提示が行なえないため、ユーザが状
況に応じて言葉を考える必要があった。
【０００６】
　また、特許文献１に開示されている装置は、現在いる場所などの情報を利用して、適切
な翻訳文を選択する。しかし、この装置は、装置のユーザに関する情報に応じた処理を行
なうものであり、この装置を用いた場合、相手の状況に応じたコミュニケーションを図る
ことには適していない。
【０００７】
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　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、相手との円滑な
コミュニケーションを実現する装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの局面に係る本願発明は、通信先の装置に提示するための文を作成する情報処理装
置であって、文を入力するための入力部と、通信先の装置の状況情報を設定する状況設定
部と、情報処理装置内部の情報を出力する出力部と、情報処理装置の動作を制御する制御
部とを備え、制御部は、状況情報に基づき通信先の装置の利用者の状況を判断する判断部
と、判断部の判断結果に基づいて、入力文を変更した文、または、入力文とは異なる新た
な文を提示文として作成する作成部と、出力部による提示文の出力を制御する出力制御部
とを含む。
【０００９】
　好ましくは、情報処理装置は、状況情報と挨拶文とを対応付けた挨拶文データを格納し
たデータ記憶部をさらに備え、作成部は、判断結果および挨拶文データに基づいて、状況
に応じた挨拶文を含む提示文を作成する。
【００１０】
　さらに好ましくは、状況情報は、時間情報を含み、挨拶文データは、時間帯と挨拶文と
を対応付けたデータを含み、判断部は、時間情報に基づいて、時間帯を判断し、作成部は
、判断結果および挨拶文データに基づいて、時間帯に応じた挨拶文を含む提示文を作成す
る。
【００１１】
　さらに好ましくは、状況情報は、場所情報を含み、挨拶文データは、地域と挨拶文とを
対応付けたデータを含み、判断部は、場所情報に基づいて、地域を判断し、作成部は、判
断結果および挨拶文データに基づいて、地域に応じた挨拶文を含む提示文を作成する。
【００１２】
　さらに好ましくは、状況情報は、環境情報を含み、挨拶文データは、天候と挨拶文とを
対応付けたデータを含み、判断部は、環境情報に基づいて、天候を判断し、作成部は、判
断結果および挨拶文データに基づいて、天候に応じた挨拶文を含む提示文を作成する。
【００１８】
　好ましくは、作成部は、判断部が、通信先の装置の利用者が疲れていると判断した場合
、入力文を要約モードにて翻訳する。
【００１９】
　好ましくは、情報処理装置は、休憩場所の情報を含む地図情報を記憶した場所情報記憶
部をさらに備え、状況設定部は、通信先の装置の場所情報を状況情報として設定し、作成
部は、判断部が、通信先の装置の利用者が疲れていると判断した場合、場所情報および地
図情報に基づいて、通信先の装置に休憩場所に誘導する情報を作成する。
【００２０】
　好ましくは、出力制御部は、判断部が通信先の装置の利用者が忙しいと判断した場合に
、提示文の出力を中止する。
【００２１】
　好ましくは、出力部は、情報を音声で出力する音声出力部と、情報を画像で出力する画
像出力部とを含み、判断部は、状況情報に基づいて、通信先の装置の利用者が声が出せる
かどうかを判断し、出力制御部は、通信先の装置の利用者が声を出せないと判断された場
合、提示文を画像出力部に出力させる。
【００２２】
　好ましくは、出力部は、情報を音声で出力する音声出力部と、情報を画像で出力する画
像出力部とを含み、判断部は、状況情報に基づいて、通信先の装置の利用者が提示文の文
字を認識可能な言語かどうかを判断し、出力制御部は、通信先の装置の利用者が提示文の
文字を認識できないと判断された場合、提示文の文字を認識可能な言語の文字に変更して
画像出力部に出力させる。
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【００２３】
　他の局面に係る本願発明は、情報処理装置を用いて通信先の装置に提示するための文を
作成する情報処理方法であって、文を入力するステップと、通信先の装置の状況情報を設
定するステップと、状況情報に基づいて、通信先の装置の利用者の状況を判断するステッ
プと、通信先の装置の利用者の状況の判断結果に基づいて、入力文を変更した文、または
、入力文とは異なる新たな文を提示文として作成するステップとを備える。
【００２４】
　さらに他の局面に係る本願発明は、通信先の装置の利用者に提示するための文を情報処
理装置に作成させるための情報処理プログラムであって、情報処理装置は、情報処理装置
の動作を制御する制御部を含み、文を入力するステップと、通信先の装置の状況情報を設
定するステップと、状況情報に基づいて、通信先の装置の利用者の状況を判断するステッ
プと、通信先の装置の利用者の状況の判断結果に基づいて、入力文を変更した文、または
、入力文とは異なる新たな文を提示文として作成するステップとを制御部に実行させる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、相手の状況情報を取得し、状況情報に基づいて、相手に提示するのに
適切な文を生成する。その結果、相手との円滑なコミュニケーションを実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部分には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
てそれらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００２７】
　［第１の実施の形態］
　（１．装置構成）
　図１は、本実施の形態に係る情報処理装置１００の構成をブロック図形式で示す図であ
る。以下、図１を参照して、情報処理装置１００の構成について説明する。
【００２８】
　図１（ａ）は、情報処理装置１００の前面図である。情報処理装置１００は、その前面
に、ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）１１０と、キー１２０と
、マイク１３０とを備える。また、情報処理装置１００は、アンテナ１４０を備える。
【００２９】
　ＬＣＤ１１０は、情報処理装置内部の情報を表示する。なお、ＬＣＤ１１０は、表示装
置の一例であって、他の種類のディスプレイをＬＣＤ１１０のかわりに用いても構わない
。キー１２０は、ユーザからの指示を受け付ける。キー１２０は、ユーザからの指示を受
け付ける入力装置の一例である。情報処理装置１００は、タブレットや、タッチパネルな
どをキー１２０の代わりに備えていてもよい。また、タブレット、タッチパネル、キーな
どのうちのいくつかの装置を入力装置として備えていてもよい。タブレットから入力され
た文字を認識する図示しない手書き文字認識エンジンを備えていてもよい。マイク１３０
は、音を拾って、音声信号に変換する。マイクから入力された声を認識して文字情報に変
換する図示しない音声認識エンジンを備えていてもよい。アンテナ１４０は、別の情報処
理装置との通信を行なうためのものであり、例えば電磁波の送受信を行なう。通信方式は
アナログ／デジタルいずれであってもよい。通信状況・規模・範囲に応じて、無線ＬＡＮ
やＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈや赤外線などを使い分けてもよい。
【００３０】
　図１（ｂ）は、情報処理装置の背面図である。情報処理装置１００は、その背面に、カ
メラ１５０と、スピーカ１６０と、メモリスロット１７０と、温度センサ１８０ａと、湿
度センサ１８０ｂと、生体センサ１８０ｃとを備える。
【００３１】
　カメラ１５０は、画像を撮影する。画像から文字を認識する図示しないＯＣＲ（Ｏｐｔ
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ｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅａｄｅｒ）エンジンを備えていてもよい。スピーカ
１６０は、情報処理装置１００内部の音声データを基に、音声を出力する。音声の出力に
は図示しない音声合成エンジンを基にＴＴＳ（Ｔｅｘｔ　Ｔｏ　Ｓｐｅａｃｈ）による音
声合成や予め録音されたデータを再生するようにしてもよい。
【００３２】
　メモリスロット１７０には、外部メモリが接続される。メモリスロット１７０は、外部
記憶媒体に格納された情報を読み出すインターフェースの一例である。情報処理装置１０
０は、メモリスロット１７０のかわりに、ＣＤ（ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ）などから情
報を読み出す光ディスクドライブなどを備えていてもよい。また、複数のインターフェー
スを備えていてもよい。
【００３３】
　また、温度センサ１８０ａ、湿度センサ１８０ｂは、それぞれ、温度、湿度を測定する
。生体センサ１８０ｃは、利用者の生体情報、例えば、心拍数や血圧、あるいは、体温な
どを測定する。
【００３４】
　本実施の形態に係る情報処理装置１００は、利用者によって携行され、利用者がコミュ
ニケーションを図りたい相手と実際に対面しているときに用いられる。なお、ここで示し
た情報処理装置１００の構成は、一例である。情報処理装置１００の構成は、これに限ら
れるわけではない。
【００３５】
　図２は、第１の実施の形態に係る情報処理装置１００の機能的構成を示すブロック図で
ある。以下、図２を参照して、第１の実施の形態に係る情報処理装置１００の機能的構成
について説明する。
【００３６】
　情報処理装置１００は、通信部２１０と、入力部２２０と、制御部２３０と、出力部２
４０と、状況設定部２５０と、状況情報記憶部２６０と、プログラム記憶部２７０と、デ
ータ記憶部２７５と、外部記憶媒体インターフェース２８０（以下、外部記憶媒体Ｉ／Ｆ
２８０とも書く）と、これらを接続する接続部２９０とを備える。
【００３７】
　通信部２１０は、情報処理装置１００と外部装置との間の通信を実行する。ここで、外
部装置としては、例えば、データサーバベース２１２や、人工衛星２１４などが挙げられ
る。
【００３８】
　入力部２２０は、外部から、指示や信号といった情報を受け付ける。入力部２２０は、
キー１２０と、マイク１３０と、カメラ１５０と、センサ１８０とを含む。センサ１８０
には、温度センサ１８０ａ、湿度センサ１８０ｂ、生体センサ１８０ｃが含まれる。
【００３９】
　制御部２３０は、情報処理装置１００の各部の動作を制御する。制御部２３０の動作は
、本実施の形態では、プログラムを、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
ｕｎｉｔ）などの演算装置で実行することにより実現されるものとする。ただし、制御部
２３０の動作は、ハードウェアで実現されてもよい。制御部２３０は、状況判断部２３１
と、認識部２３２と、翻訳部２３３と、出力制御部２３５とを含む。
【００４０】
　状況判断部２３１は、所定の判断基準に基づいて、入力部２２０の取得した情報や状況
情報記憶部２６０に格納されている情報などから、情報処理装置１００の利用者の状況を
判断する。例えば、カメラ１５０で撮影された顔画像や、マイク１３０で取得した声の大
きさや高さに基づいて、利用者の感情を判断する。特開平２－１８３３７１号公報や特開
平４－１４１７７２号公報にも、顔認識（横ふり、目口の変化）や音声（強弱、速度）に
よる感情を抽出し翻訳結果や音声出力に反映するシステムが開示されている。これらの文
献に開示されている技術を用いることができる。
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【００４１】
　これらの顔画像や声の大きさや高さなどの状況の判断に用いられる情報を、状況情報と
いう。状況情報や、状況判断部２３１による状況判断の具体例については、後述する。
【００４２】
　認識部２３２は、入力の音声認識や画像認識を行ない、入力された情報から、言語や状
況情報などを認識する。
【００４３】
　翻訳部２３３は、入力部２２０に入力された、あるいは、認識部２３２で認識された言
語を翻訳し、翻訳文を作成する。この翻訳は、一般的な翻訳プログラムによって実現され
てもよい。あるいは、ある言語における文例と、他の言語における文例とを対応付けた文
例集を参照し、利用者により文例が選択されたことに応じて、他の言語の文例を出力して
もよい。言語の種類は日本語⇔英語といった２言語であってもよいし、さらに複数の言語
間の翻訳を行なえるように構成されていてもよい。また、同一言語であっても地域による
言い回しの違い（方言など）を加味して、切替えられるようになっていてもよい。また、
翻訳部２３３に限らず、通信網などを介し、データベースサーバ２１２と連携して、翻訳
を行なうよう構成してもよい。
【００４４】
　補足情報処理部２３４は、状況判断部２３１の判断結果に基づいて、出力部２４０に出
力させる補足文を作成する。補足情報処理部２３４は、例えば、会話開始、終了時の挨拶
文や、相手の状況を考慮した相手への質問文などを補足文として作成する。なお、補足文
を、括弧書きで示したり、補足文の文字色を変更するなどして、補足文であることが分か
りやすいようにしてもよい。
【００４５】
　出力制御部２３５は、翻訳文あるいは補足文（両者をまとめて、提示文とよぶ）を、出
力部２４０に出力させる。
【００４６】
　出力部２４０は、情報処理装置１００内部の情報を外部に提示する。なお、ここで、「
提示」とは、情報の表示のみならず、情報の音声による出力も含むものとする。出力部２
４０は、スピーカ１６０と、ＬＣＤ１１０とを含む。
【００４７】
　状況設定部２５０は、キー１２０などの入力装置への入力に基づいて、情報処理装置１
００の利用者の状況情報、例えば、スケジュールを設定し、設定された状況情報を、状況
情報記憶部２６０に格納させる。
【００４８】
　状況情報記憶部２６０は、状況情報を格納する。格納される状況情報には、利用者の状
況情報と、相手の状況情報との両方が含まれる。ここで、相手の状況情報とは、情報処理
装置１００の利用者がコミュニケーションを行なおうとしている相手についての状況を判
断するために用いることのできる情報である。状況情報記憶部２６０は、場所情報記憶部
２６１と、時間情報記憶部２６２と、スケジュール記憶部２６３と、生体情報記憶部２６
４とを含む。
【００４９】
　場所情報記憶部２６１は、情報処理装置１００の位置（現在地）や、現在地の周辺情報
を格納する。周辺情報は、現在地が含まれる地域名、現在地周辺の施設や交通情報を含む
。本実施の形態においては、現在地を、通信部２１０が通信衛星２１４から受信したＧＰ
Ｓ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ；全地球測位システム）信号
から得るものとする。ただし、基地局やビーコンからの情報を用いても構わない。周辺情
報は、データベースサーバ２１２に格納された地図データから知ることができる。
【００５０】
　時間情報記憶部２６２は、現在時刻や、時差情報を格納する。時差情報とは、現在地と
、情報処理装置１００の通信先の装置の位置などの他の位置との間の時差を表わす情報で
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ある。例えば、「通信先の装置の位置の時刻は、現在地の時刻に比べ３時間進んでいる」
といった情報である。あるいは、通信先の装置の位置における時刻そのものを時差情報と
して用いてもよい。
【００５１】
　スケジュール記憶部２６３は、状況設定部２５０で設定されたスケジュールを格納する
。
【００５２】
　生体情報記憶部２６４は、利用者あるいは相手の生体情報を格納する。例えば、センサ
１８０で得られる利用者の体温、血圧、マイク１３０で得られる利用者の声などを格納す
る。また、マイク１３０で取得した相手の声や、カメラ１５０で得た相手の顔画像を格納
する。
【００５３】
　プログラム記憶部２７０は、情報処理装置１００に、各種動作を行なわせるためのプロ
グラムが格納される。
【００５４】
　データ記憶部２７５は、通信部２１０や、外部記憶媒体Ｉ／Ｆ２８０が取得したデータ
を格納する。また、状況の判断基準を格納する。さらに、辞書データベースを格納する。
辞書データベースは、ある言語の単語と他の言語の単語とを対応付けたものや、ある言語
における文例と、他の言語における文例とを対応付けた文例集を含むものとする。さらに
、入力部２２０に入力された情報の履歴を格納してもよい。
【００５５】
　外部記憶媒体Ｉ／Ｆ２８０は、外部メモリ２８２やＣＤ（ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ）
２８４などの外部記憶媒体に格納された情報を読み出す。
【００５６】
　（２．処理の流れ）
　図３は、処理部２３０が行なう処理を示したフローチャートである。以下、図３を参照
して、処理部２３０が行なう処理について説明する。
【００５７】
　ステップＳ３０１において、処理部２３０に含まれる認識部２３２は、入力部２２０、
例えば、キー１２０やマイク１３０などに入力された情報を取得する。
【００５８】
　ステップＳ３０３において、認識部２３２は、ステップＳ３０１で入力された情報から
、言語を認識する。例えば、マイク１３０に入力された音声を言語認識する。あるいは、
タブレットやタッチパネルにより文字が手書き入力された場合には、手書きされた図形を
文字として認識する。なお、キー１２０により文字が入力された場合、認識部２３２は、
言語認識にあたり特別な処理を行なわなくてもよいが、ここでは、このような場合も、入
力の言語認識と呼ぶ。
【００５９】
　ステップＳ３０５において、認識部２３２は、ステップＳ３０１で入力されたマイク１
３０、カメラ１５０などへの入力から、相手の状況情報を認識する。例えば、マイク１３
０で取得した相手の声の大きさや高さを認識する。また、カメラ１５０で取得した相手の
顔画像から、顔や、顔の各部位の位置を認識する。
【００６０】
　ステップＳ３０７において、処理部２３０に含まれる状況判断部２３１は、ステップＳ
３０５で認識された状況情報、あるいは、状況情報記憶部２６０に格納されている状況情
報に基づいて、相手の、または、自分の状況を判断する。例えば、顔画像中の所定の部位
のパラメータと、所定の値との関係により、表情を分類する。このような分類にあたって
は、例えば、特開２００４－６２４８２号公報に開示されている技術を用いることができ
る。
【００６１】
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　ステップＳ３０９において、処理部２３０に含まれる翻訳部２３３は、入力された言語
を翻訳し、翻訳文を作成する。例えば、ステップＳ３０３において認識された言語、ある
いは、キー１２０などの入力装置により入力された言語を翻訳する。なお、この翻訳にあ
たっては、ステップＳ３０７における状況判断結果が反映されることがある。
【００６２】
　ステップＳ３１１において、処理部２３０に含まれる補足情報処理部２３４は、ステッ
プＳ３０７の状況判断結果に基づいて、出力部２４０に出力する補足文を作成する。
【００６３】
　ステップＳ３１３において、処理部２３０に含まれる出力制御部２３５は、出力部２４
０に、ステップＳ３０９で作成された翻訳文、あるいは、ステップＳ３１１で作成された
補足文を出力させる。
【００６４】
　（３．状況に応じた翻訳）
　ここで、処理部２３０による翻訳処理の具体例について、図４を参照して説明する。図
４は、処理部２３０による翻訳処理の一例の流れを示すフローチャートである。この例で
は、処理部２３０は、状況判断の結果に応じて、その処理を変える。
【００６５】
　ステップＳ４０１において、処理部２３０は、入力部２２０に入力された言語を認識す
る。処理部２３０は、入力に対応する認識結果の候補が、複数ある場合は、最も妥当な（
例えば、サンプルとの類似度が高い）候補を、認識結果に決定する。
【００６６】
　ステップＳ４０３において、処理部２３０は、ステップＳ４０１において認識された言
語の翻訳文を生成する。ここでは、処理部２３０は、翻訳プログラムに基づき、認識され
た言語に対応する訳の候補のうち、最も妥当な（例えば、前後関係により定まる出現確率
などのスコアが高い）候補を用いて翻訳文を作成するものとする。このような翻訳技術と
しては、例えば、特開２００５－３１９２２号公報に開示されているものを用いることが
できる。
【００６７】
　ステップＳ４０５において、処理部２３０は、ステップＳ４０３において作成された翻
訳文を、出力部２４０に出力させる。
【００６８】
　ステップＳ４０７において、処理部２３０は、カメラ１５０で取得した相手の顔画像に
基づき、相手が困った顔をしたか判断する。具体的には、顔画像の特定の部位（目、眉な
ど）の位置などにより定まるパラメータが、所定の範囲内にあるとき、相手が困った顔で
あると判断する。
【００６９】
　相手が困った顔をしていない場合（ステップＳ４０７においてＮｏ）、処理部２３０は
、ステップＳ４０１で認識された言語の翻訳を終了する。相手が困っていないので、翻訳
には問題がないと判断できるためである。
【００７０】
　相手が困った顔をした場合（ステップＳ４０７においてＮｏ）、処理部２３０は、ステ
ップＳ４０９において、ステップＳ４０１で認識された言語の中に、データ記憶部２７５
の辞書データベースにない未登録語があるかどうか判断する。
【００７１】
　ステップＳ４０１で認識された言語の中に未登録語がない場合（ステップＳ４０９にお
いてＮｏ）、処理部２３０は、ステップＳ４１１において、翻訳あるいは認識の曖昧度が
高いかどうか判断する。ここで、処理部２３０は、翻訳の曖昧度を、訳語のスコアに基づ
いて定めるものとする。なお、処理部２３０は、訳語自身のスコアに、他の訳候補のスコ
アを加味して曖昧度を定めてもよい。例えば、訳語のスコアと他の訳候補のスコアとの差
が小さい場合には、曖昧度を上げるようにしてもよい。処理部２３０は、認識の曖昧度に
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ついても、サンプルとの類似度を用いて、翻訳の曖昧度と同様に定めるものとする。処理
部２３０は、このように算出された翻訳の曖昧度あるいは認識の曖昧度が、所定の値以上
であるときに、翻訳あるいは認識の曖昧度が高いと判断する。
【００７２】
　翻訳あるいは認識の曖昧度が高くないとき（ステップＳ４１１においてＮｏ）、処理部
２３０は、ステップＳ４１３において、相手の地位（目上かどうか、外国人かどうかなど
）を判断する。そして、ステップＳ４１５において、相手の地位に応じて丁寧度を変えた
文を生成する。処理部２３０は、例えば、特開平４－３２１１７７号公報、特開平１０－
１４９３６１号公報、特開２００６－５９０１７号公報に開示されている技術を用いて、
このような文を生成することができる。ステップＳ４０９およびステップＳ４１１の結果
により、出力した翻訳文の意味内容には問題がないが、経緯表現が不適切であり、相手が
困惑したと判断できるため、このような処理を行なう。
【００７３】
　ステップＳ４１５の処理後、処理部２３０は、ステップＳ４１５で提示した翻訳文が適
切であるか確認するため、ステップＳ４０７からの処理を繰り返す。
【００７４】
　翻訳あるいは認識の曖昧度が高いとき（ステップＳ４１１においてＹｅｓ）、処理部２
３０は、ステップＳ４１７において、別候補による翻訳文を作成し、出力部２４０に出力
させる。この際、単に別候補の翻訳を作成して、出力部２４０に出力させるだけでなく、
『違っていますか？』『では、こういうこと（別候補による翻訳文）をおっしゃりたいで
すか？』などの補足文を作成し、補足文と翻訳文とを組み合わせた提示文を出力部２４０
に出力させてもよい。
【００７５】
　ステップＳ４１７の処理後、処理部２３０は、ステップＳ４１７で提示した翻訳文が適
切であるか確認するため、ステップＳ４０７からの処理を繰り返す。
【００７６】
　一方、ステップＳ４０１で認識された言語の中に未登録語がある場合（ステップＳ４０
９においてＹｅｓ）、処理部２３０は、ステップＳ４１９において、未登録語について相
手に問い合わせる。例えば、場所情報を考慮して、『この単語ＸＸは初めて聞くのですが
、ここはレストランですので食べ物か飲み物の一種ですか』というような、未知語のジャ
ンルを尋ねる文を出力部２４０に出力させる。
【００７７】
　ステップＳ４２１において、処理部２３０は、ステップＳ３１９における文の提示後の
相手の発言（質問への返答）に応じて翻訳を行なう。例えば、上の文への回答が肯定的な
ものであった場合、ＸＸを「食べ物」という解釈で翻訳処理を進める。このようにするこ
とで、未知語を、全くの未知であるとして翻訳するよりも、翻訳の精度を向上できる。
【００７８】
　上述の動作例では、相手が困ったことをきっかけに、相手に提示文の意味が通じたか、
つまり、翻訳が適切であるかどうかを判断しているが、他の情報をもとに翻訳が適切か判
断し、適切でない場合に、異なる翻訳文の提示等を行なうようにしてもよい。例えば、相
手が同じ発言を繰り返すかどうかを、翻訳が適切かどうかの判断に用いてもよい。具体的
には、データ記憶部２７５に格納されている相手の発言の履歴を基に、相手が同じ発言を
所定の回数以上行なっている場合に、相手に提示文の意味が通じていないと判断する。あ
るいは、所定の時間以上、相手からの発言がない場合に、相手が困っていると判断しても
よい。
【００７９】
　また、相手の地位にふさわしい表現をしているかを、翻訳が適切かどうかの判断の前に
行なってもよい。なお、ここでは、困った顔であるかを用いているが、怒った顔であるか
を用いて、相手の地位にふさわしい表現をしているか判断してもよい。
【００８０】
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　なお、上述の動作例における判断をすべて行なう必要があるわけではない。例えば、相
手が困った顔をしたかどうかの判断と、翻訳または認識の曖昧度が高いかどうかの判断の
み行なうなど、用途や必要な翻訳精度などに応じて、判断の組み合わせを適宜変更しても
よい。
【００８１】
　以上説明したように、本情報処理装置１００によれば、会話途中に、会話の流れが変わ
った時やトラブルが発生した時などにも、適切に会話を進めることができる。
【００８２】
　（４．挨拶文の生成）
　実際の人間同士（特に初対面の人との）会話では、いきなり情報を得るための質問をす
るのではなく、会話のきっかけとして、相手や周囲の状況を見ながらの挨拶を交わしてか
ら始めるのが普通である。例えば、「ちょっとお尋ねしたいのですが」「今よろしいです
か」「暑いですね～」などの挨拶を交わしてから、「このあたりでジュース売り場はあり
ますか？」などの質問をする。
【００８３】
　ましてや相手が文化も風習も異なる外国人の場合にはこのような本来の質問や依頼とは
異なる文を会話の冒頭や合間に挟むことでスムーズな会話を進めることが非常に重要であ
る。にもかかわらず、現在の通訳機では、単刀直入に相手に質問や依頼をすることになる
ため非常にぎこちない会話になったり、もしくはそういった文まで一々翻訳もしくは選択
させる必要があり時間がかかるものになっていた。
【００８４】
　本実施の形態に係る情報処理装置１００は、状況に応じた挨拶文を、会話の開始時ある
いは、会話の終了時に生成し、出力することができる。
【００８５】
　会話の開始時の挨拶文の生成について、図５を参照して説明する。図５は、会話開始時
の挨拶文の生成の際の処理の流れを示すフローチャートである。
【００８６】
　処理部２３０は、ステップＳ５０１において、会話の開始を認識する。処理部２３０は
、例えば、利用者からの入力文を受け付けたとき、情報処理装置１００の電源が入れられ
たとき、あるいは、情報処理装置１００が複数のアプリケーションを持つ場合、翻訳のア
プリケーションが立ち上げられたときを、会話の開始として認識する。
【００８７】
　ステップＳ５０３において、処理部２３０は、時間情報記憶部２６２から、現在時間を
読み出す。
【００８８】
　ステップＳ５０５において、処理部２３０は、温度センサ１８０ａ、湿度センサ１８０
ｂで測定された温度および湿度を取得する。なお、通信部２１０を介して、外部から天候
データを取得する構成であっても構わない。
【００８９】
　ステップＳ５０７において、処理部２３０は、現在時間、温度、湿度に基づいて、適切
な会話開始時の挨拶文を生成する。本実施の形態では、『おはよう』『こんばんは』とい
った複数種類の挨拶文の各々が、その挨拶が使われる時間帯と対応付けたデータや、天候
と『暑いですね』『雨が降っていますね』などの挨拶文とを対応付けたデータを含む開始
挨拶文データがデータ記憶部２７５に格納されており、処理部２３０は、開始挨拶文デー
タを参照して、現在時間、天候に適した挨拶文を生成するものとする。
【００９０】
　なお、挨拶文を決定するのに用いる情報は、上に挙げた現在時間、温度、湿度の組み合
わせに限られるものではない。
【００９１】
　例えば、地域によって、適切な挨拶が変わる場合がある。そこで、地域と挨拶文とを関
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係付けたデータをデータ記憶部２７５に格納しておけば、補足情報処理部２７５は、現在
地情報を基に、地域にあった挨拶文を出力することができる。通常の利用者は、地域によ
る挨拶文の違いについては知らないので、本情報処理装置１００は、より円滑なコミュニ
ケーションの助けとなる。
【００９２】
　会話の終了時の挨拶文の生成について、図６を参照して説明する。図６は、会話終了時
の挨拶文の生成の際の処理の流れを示すフローチャートである。
【００９３】
　処理部２３０は、ステップＳ６０１において、会話の終了を認識する。処理部２３０は
、例えば、電源オフボタンが押されたときに会話が終了すると認識する。あるいは、スケ
ジュール記憶部２６３に格納されたスケジュールを参照して、会話を終了すべき時刻（例
えば、スケジュールの開始時刻の所定時間前）になったときに、会話が終了するとしても
よい。
【００９４】
　ステップＳ６０３において、処理部２３０は、会話の終了時の挨拶のテンプレートをデ
ータ記憶部２７５から取得する。データ記憶部２７５には、例えば、『今日は○○につい
て教えていただき有難うございました』『今日は○○についてお話しいただき有難うござ
いました』といったテンプレートが格納されているものとする。
【００９５】
　ステップＳ６０５において、処理部２３０は、データ記憶部２７５に格納された会話履
歴を検索し、テンプレートに代入すべき語句を決定する。処理部２３０は、代入すべき語
句を、会話履歴中の登場頻度や、利用者が最初に行なった質問などに基づいて決定する。
【００９６】
　なお、テンプレートは、複数種類準備されていてもよい。この場合、処理部２３０は、
会話の履歴から、適切なテンプレートを取得する。例えば、利用者が、『○○について教
えて下さい』という質問文を入力している場合、『今日は○○について教えていただき有
難うございました』というテンプレートを選択して、挨拶文を生成する。
【００９７】
　［第２の実施の形態］
　第１の実施の形態では、利用者によって携行され、利用者がコミュニケーションを図り
たい相手と実際に対面しているときに用いられる情報処理装置１００と、その動作態様に
ついて説明した。
【００９８】
　ここからは、第２の実施の形態として、離れた位置にいる複数人が、情報処理装置を利
用して、コミュニケーションを図るという使用態様について説明する。
【００９９】
　（１．装置構成）
　第２の実施の形態に係る情報処理装置１００としては、第１の実施の形態に示したもの
とほぼ同様のものを用いることができる。ただし、第２の実施の形態では、情報処理装置
１００は、相手の表情ではなく、自分の表情を取得する必要があることから、カメラ１５
０は、情報処理装置１００の前面に設けられることが好ましい。
【０１００】
　図７は、第２の実施の形態に係る情報処理装置１００の機能的構成を示すブロック図で
ある。情報処理装置１００自身の機能的構成は、第１の実施の形態に係るものと、ほぼ同
様である。ただし、他の情報処理装置１００＃と、通信部２１０を介して通信できるよう
になっている点が異なる。また、情報処理装置１００で生成された提示文は、通信部２１
０を介して情報処理装置１００＃に送信され、情報処理装置１００＃の出力部２４０に出
力される。
【０１０１】
　情報処理装置１００は、通信部２１０を介して、情報処理装置１００＃が取得した情報
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処理装置１００＃の使用者の状況情報を取得できる。顔画像を例にとって説明すると、第
１の実施の形態では、情報処理装置１００の利用者は、対面する相手の顔画像をカメラ１
５０で取得していた。しかし、本実施の形態においては、情報処理装置１００は、情報処
理装置１００＃に搭載のカメラで取得された相手の顔画像を通信部２１０を介して取得す
ることになる。
【０１０２】
　（２．処理の流れ）
　第２の実施の形態に係る情報処理装置１００が行なう処理の流れの概要は、第１の実施
の形態のもの、すなわち、図３を参照して説明したものとほぼ同様である。ただし、ステ
ップＳ３０１において取得される情報には、通信部２１０を介して得られる情報処理装置
１００＃からの情報も含まれる。
【０１０３】
　（３．状況に応じた翻訳）
　第１の実施の形態と同様、情報処理装置１００は、相手が困った顔をする、同じ質問を
繰り返すなどの状況に応じて、翻訳内容を変更したり、会話を補う補足文（『違っていま
すか？』など）を提示することができる。
【０１０４】
　（４．挨拶文の生成）
　第１の実施の形態と同様、情報処理装置１００は、状況に応じた挨拶文を、会話の開始
時あるいは、会話の終了時に生成し、出力することができる。ただし、本実施の形態にお
いては、利用者と相手とは互いに離れた位置にいることが多い。時には、異なる国にいる
場合がある。そのような場合を考慮して、情報処理装置１００は、時間情報記憶部２６２
に記憶されている時差情報に基づいて、挨拶文を生成してもよい。この構成によれば、ユ
ーザが相手のいる場所での時間を考慮することなく、相手に適切な挨拶文を提示すること
ができる。
【０１０５】
　（５．モード切替）
　第２の実施の形態では、利用者と相手とが互いに離れた位置にいることが多い。したが
って、第１の実施の形態以上に、相手の状況に応じて、情報処理装置１００の動作を変更
することが重要になってくる。
【０１０６】
　例えば、相手が、会議中であったり、電車に乗っているなど、声を出せない状況にいる
とき、情報処理装置１００が、相手の情報処理装置１００＃に音声データを送るのは具合
が悪い。また、相手が忙しいときに、こちらが一方的に話を続けるのは不都合である。
【０１０７】
　そこで、本実施の形態においては、情報処理装置１００は、出力モードの切替をおこな
うものとする。図８を参照して、出力モードの切替について説明する。図８は、出力モー
ドの切替にあたり、情報処理装置１００が行なう処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【０１０８】
　ステップＳ８０１において、処理部２３０は、通信部２１０を介して相手の場所情報を
取得する。
【０１０９】
　ステップＳ８０３において、処理部２３０は、相手の場所情報に基づいて、相手が声を
出せる場所にいるか判断する。本実施の形態では、相手の場所情報に、その場所の特性（
交通機関、ホール、道、公園など）が含まれており、処理部２３０は、受信した相手の場
所の特性から、判断基準（例えば、交通機関では声をだしてはいけないなど）にしたがっ
て、相手が声を出せる場所にいるか判断するものとする。なお、相手の場所情報は、経度
・緯度などの単なる位置情報であって、処理部２３０は、情報処理装置１００自身の場所
情報記憶部２６１に記憶されている地図情報および判断基準から、相手が声を出せる場所
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にいるか判断してもよい。
【０１１０】
　相手が声を出せない場所にいる場合（ステップＳ８０３においてＮｏ）、処理部２３０
は、ステップＳ８１１の処理に進む。
【０１１１】
　相手が声を出せる場所にいる場合（ステップＳ８０３においてＹｅｓ）、処理部２３０
は、ステップＳ８０５において、通信部２１０を介して相手の時間情報を取得する。また
、ステップＳ８０７において、相手のスケジュールを取得する。
【０１１２】
　ステップＳ８０９において、処理部２３０は、相手の時間およびスケジュールから、相
手が声を出せるか判断する。スケジュールが入っている時間帯であれば、相手が声を出せ
ないと判断する。
【０１１３】
　相手が声を出せない時間である場合（ステップＳ８０９においてＮｏ）、処理部２３０
は、ステップＳ８１１の処理に進む。
【０１１４】
　ステップＳ８１１において、処理部２３０は、情報処理装置１００が音声出力モードに
なっている場合は、画像出力モードに切り替える。また、『今の場所では声が出せません
ので、文字入力にします』、『そのため、応答時間がかかるかもしれません』などの補足
文を、利用者や相手に提示してもよい。
【０１１５】
　相手が声を出せる時間である場合（ステップＳ８０９においてＹｅｓ）、処理部２３０
は、ステップＳ８１３において、スケジュールおよび時間に基づいて、相手が忙しいか判
断する。例えば、スケジュールの入っている時間およびその前後の所定の時間（例えば、
スケジュール開始５分前から）は、相手が忙しいと判断する。
【０１１６】
　相手が忙しくない場合（ステップＳ８１３においてＮｏ）、通常に会話できると判断で
きるため、処理部２３０は、モード切替処理を終了する。
【０１１７】
　相手が忙しい場合（ステップＳ８１３においてＹｅｓ）、処理部２３０は、ステップＳ
８１５において、翻訳の一時停止を伝える旨の文を作成する。例えば、『そちらの時間帯
ではお忙しいようですので、○○（後ほど掛け直し）ます』との補足文を提示する。この
文は、情報処理装置１００の利用者および情報処理装置１００＃の利用者の双方に提示さ
れるものとする。そのあと、モード切替処理を終了する。あるいは、所定の時間後に再開
するメッセージを提示し、所定の時間経過後に、再び、認識および翻訳処理を再開すると
いう構成であってもよい。
【０１１８】
　なお、声が出せるかの判断と、忙しいかどうかの判断は独立に行なってもよい。また、
上記の構成を変形して、声が出せるかのかわりに、文字が読めるかどうかを判断し、文字
が読めない場合に、翻訳文表示を行なうように切り替える構成であってもよい。
【０１１９】
　さらに、上記の処理を応用して、相手が暗い場所にいる場合は、文字の大きさを大きく
する、あるいは、相手が騒音の多い場合には、音声を大きくしたり、速度調整を大きくす
るといったこともできる。
【０１２０】
　モード切替の他の例を、図９を参照して説明する。図９は、出力モードの切替にあたり
、情報処理装置１００が行なう処理の流れの他の例を示すフローチャートである。この例
は、相手が疲れているかどうかによりモードを切り替えるものである。
【０１２１】
　ステップＳ９０１において、処理部２３０は、マイク１３０、カメラ１５０、生体セン
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サ１８０ｃから、相手の生体情報を取得する。ここでの生体情報には、相手の表情、相手
の声（高さ、大きさ）、体温、血圧が含まれるものとする。
【０１２２】
　ステップＳ９０３において、処理部２３０は、生体情報に基づいて、相手が疲れている
かどうか判断する。例えば、体温が所定の範囲内にあり、血圧が所定の変動パターンを示
し、かつ、声が所定の大きさ以下のときに疲れていると判断する。ただし、この判断基準
は、これに限られるものではない。各情報を適宜組み合わせて、相手が疲れているか判断
するようにしてもよい。
【０１２３】
　相手が疲れていると判断した場合（ステップＳ９０３においてＹｅｓ）、ステップＳ９
０５において、処理部２３０は、『疲れたので、○○（休みに／手短に／別の場所に移動
）しましょう』といった補足文を相手に提示する。いずれか１つの補足文のみを表示でき
る構成であってもよいし、複数の補足文を利用者に提示し、その中から選ばせる構成であ
ってもよい。
【０１２４】
　処理部２３０は、ステップＳ９０７からステップＳ９１１のいずれかで、ステップＳ９
０５で出力された補足文の処理内容にあった動作を行なう。
【０１２５】
　『疲れたので、休みにしましょう』といった補足文を出力した場合、処理部２３０は、
ステップＳ９０７において、翻訳処理を中断する。
【０１２６】
　『疲れたので、手短にしましょう』といった補足文を出力した場合、処理部２３０は、
ステップＳ９０９において、要約モードで翻訳を行なう。例えば、数文のうちの１文を出
力するなど、既存の要約技術を用いて翻訳する。また、例えば、特開平１０－１４９３６
１号公報に開示されている技術を用いることもできる。
【０１２７】
　『疲れたので、別の場所に移動しましょう』といった補足文を出力した場合、処理部２
３０は、ステップＳ９０９において、翻訳処理を一旦停止するとともに、場所情報記憶部
２６１に記憶された地図情報および現在位置を参照して、休憩場所へ案内する情報を提示
する。
【０１２８】
　モード切替のさらに他の例を、図１０を参照して説明する。図１０は、出力モードの切
替にあたり、情報処理装置１００が行なう処理の流れのさらに他の例を示すフローチャー
トである。この例は、天候によりモードを切り替えるものである。
【０１２９】
　ステップＳ１００１において、処理部２３０は、相手側の情報処理装置１００＃が置か
れた場所の温度を取得し、取得した温度が第１の所定温度以上であるかどうか判断する。
【０１３０】
　取得した温度が第１の所定温度以上である場合（ステップＳ１００１においてＹｅｓ）
、処理部２３０は、ステップＳ１００３において、翻訳を一時中断する。そして、ステッ
プＳ１００５において、場所情報記憶部２６１に記憶された地図情報および現在位置を参
照して、建物の中など涼しい場所へ案内する情報を提示する。以上で、モード切替処理を
終了する。
【０１３１】
　取得した温度が第１の所定温度以上でない場合（ステップＳ１００１においてＮｏ）、
処理部２３０は、ステップＳ１００７において、取得した温度が第２の所定温度以下であ
るかどうか判断する。
【０１３２】
　取得した温度が第２の所定温度以下である場合（ステップＳ１００７においてＹｅｓ）
、処理部２３０は、ステップＳ１００９において、翻訳を一時中断する。そして、ステッ
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プＳ１０１１において、場所情報記憶部２６１に記憶された地図情報および現在位置を参
照して、建物の中など暖かい場所へ案内する情報を提示する。以上で、モード切替処理を
終了する。
【０１３３】
　取得した温度が第２の所定温度以下でない場合（ステップＳ１００７においてＮｏ）、
暑くも寒くもないので、そのまま、翻訳処理を続ける。
【０１３４】
　なお、情報処理装置１００は、湿度センサ１８０ｂの出力、あるいは、相手の場所情報
およびデータベースサーバ２１２から取得した天候データに基づいて、相手のいる位置で
雨が降っているかどうか判断し、雨が降っていると判断した場合に、屋内に案内してもよ
い。
【０１３５】
　［その他］
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本実施の形態に係る情報処理装置１００の構成をブロック図形式で示す図である
。
【図２】第１の実施の形態に係る情報処理装置１００の機能的構成を示すブロック図であ
る。
【図３】処理部２３０が行なう処理を示したフローチャートである。
【図４】処理部２３０による翻訳処理の一例の流れを示すフローチャートである。
【図５】会話開始時の挨拶文の生成の際の処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】会話終了時の挨拶文の生成の際の処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】第２の実施の形態に係る情報処理装置１００の機能的構成を示すブロック図であ
る。
【図８】出力モードの切替にあたり、情報処理装置１００が行なう処理の流れの一例を示
すフローチャートである。
【図９】出力モードの切替にあたり、情報処理装置１００が行なう処理の流れの他の例を
示すフローチャートである。
【図１０】出力モードの切替にあたり、情報処理装置１００が行なう処理の流れのさらに
他の例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１３７】
　１００　情報処理装置、１１０　ＬＣＤ、１２０　キー、１３０　マイク、１４０　ア
ンテナ、１５０　カメラ、１６０　スピーカ、１７０　メモリスロット、１８０ａ　温度
センサ、１８０ｂ　湿度センサ、１８０ｃ　生体センサ。
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